
小笠原諸島振興開発計画（ 素案） に対する 都民意見の募集結果について

１ ． 意見の募集期間

  令和６ 年５ 月27日（ 月曜日） から 同年６ 月27日（ 木曜日） ま で

２ ． 意見提出者数及び意見数

  意見提出者数： ４ 名、 意見数： ９ 件

№ 項目 ページ 御意見の概要 都の考え方

第４ 章 分野別振興開発事業計画

1 土地の利用

P18

 都市計画区域については昭和49年に小笠原住民

の同意、 説明も なく 、 指定さ れた。 こ れは村政が確

立する 以前で、 東京都が行ったも のであった。

 都市計画区域の制限を受けている ため、 小笠原返

還後多く の村民は、 戦前住んでいた住居跡に住宅を

再建でき ない、 農業に必要な納屋、 倉庫、 家畜小屋

も 建てる こ と が出来なかった。 都市計画区域指定の

見直し をお願いし たい。

 小笠原諸島は、 昭和43年に我が国に復帰し 、 昭和44年度に制定さ れた小笠原諸島復興特別措置法

に基づき 復興計画が推進さ れま し た。 ま た、 昭和49年度には５ 年間の法延・ が決定し 、 10箇年の計

画と して小笠原諸島復興計画が策定さ れま し た。

 小笠原諸島は平地が少ない上、 大半が国立公園や森林生態系保護地域に指定さ れており 、 生活を営

むために活用でき る 土地が非常に限ら れている こ と から 、 小笠原諸島復興計画等に基づき 、 昭和49年

に小笠原村のう ち父島及び母島の区域を小笠原都市計画区域と して指定し 、 乱開発を防止していま

す。

 なお、 建築物や工作物を建てる 際は申請をいただき 、 建築基準法及び関係法令に基づき 、 確認・ 許

可等を行っていま す。

2 交通通信の確保

 オーバーツ ーリ ズムを防止する ため、 航空路の検

討では利用者を島民及び緊急時・ 非常時に関係する

者に限ってはいかがか。

 民間航空路開設は反対である 。 国内各地のオー

バーツ ーリ ズムの状況に鑑みる と 、 小笠原諸島の許

容範囲から 考え、 自然環境破壊、 住民生活の混乱等

のリ ス ク が極めて高い。 航空便を使っての観光誘致

は避ける べき である 。

 小笠原航空路開設計画の廃止を決断してほし い。

現在の世界情勢、 日本の経済状態、 人口減少から み

る と 航空路の実現は考えら れない。 ま た、 ジェ ッ ト

機は船舶よ り 二酸化炭素排出量が多い交通機関であ

る 。 航空路を断念する こ と で、 脱炭素宣言の世界自

然遺産の島と しても アピールができ る のではない

か。

(3)
道路・

島内交通
P28

 観光客のための移動手段が圧倒的に貧弱に感じ る

ため、 シェ ア電動サイ ク ル、 シェ ア電動キッ ク ボー

ド などを早く 導入してほし い。

 シェ ア電動サイ ク ルにつき ま しては、 令和６ 年度から 母島で試行的な実施を予定していま す。 こ の

利用実績等を踏ま え、 利用者の属性や利用時間帯などを分析する と と も に、 翌年度以降の事業化に向

けて、 効果的な実施体制（ シェ アサイ ク ルの台数・ ポート 数等） について検討を進めていき ま す。

(2)
航路・

航空路
P26

 小笠原諸島への交通手段は片道約24時間を要する 定期船「 おがさ わら 丸」 に限ら れていま す。 その

ため、 災害や傷病等の緊急時の安心・ 安全の確保、 住民生活の安定を図る 観点から 、 航空路の検討が

必要である と 考えていま す。 小笠原諸島の貴重な自然環境と 調和し た実現可能な航空路案の取り ま と

めに向け、 引き 続き 調査・ 検討を進めていき ま す。



3 産業の振興開発

(1) 農業

P32,3

3

(P15,3

8,39,4

0,42)

 農業者の高齢化によ る 農地の宅地への転換や、 地

主不在の・ 期化など で、 売買や借り 受けが困難と

なっている 状態のため、 新規就農や規模拡大が難し

い状況である 。  昨今の不安定な世界情勢や災害が

頻発する 状況を鑑みても 、 継続的ま た島内自給的な

農業を推進していく こ と は非常に重要である と 考え

る 。 そのため、 農地の流動化推進強化をお願いし た

い。

  ま た、 農業センタ ーの現在使用していない土地

の活用について是非検討をお願いし たい。

 都では、 就農者への支援と して、 亜熱帯農業センタ ー及び営農研修所において農業生産研究や技術

指導等を行っている ほか、 村と 連携し 、 農地の貸付も 実施していま す。

 ま た、 土地の有効活用を図る ため、 地籍調査を推進し 、 土地の所有状況を明確にする と と も に、 不

在地主の問題など土地利用全般に係る 諸課題の解決に向けた調査や、 農地情報整理台帳等の活用を引

き 続き 進めていき ま す。 さ ら に、 農地の確保や有効利用を図る ため、 農業経営基盤強化促進法に基づ

く 地域計画を令和７ 年３ 月末ま でに策定する 予定です。

 加えて、 亜熱帯農業センタ ーの土地については、 農業に係る 試験研究等で活用していき ま す。

 今後と も 、 村及び農協など 地元の意見や要望を踏ま え、 農業振興施策を進めていき ま す。

5 住宅及び生活環境の整備

(1) 住宅 P43,44

 空き 住宅がない、 あっても 家賃を払えないほど高

額である 、 建築でき ない（ 土地が手に入ら ない、 建

築確認申請ができ ない、 建築確認が取れても 建築業

者が確保でき ない） 等の理由で島内の住宅事情が悪

化している 。 建築中の津波避難道路は確かに必要だ

が、 島民の住宅問題が解決する ま で、 大型公共工事

を一時停止してほし い。

 都及び村では、 南海ト ラ フ 地震等の発生に伴う 大規模津波への備えや、 復帰当初に建設さ れた施設

の老朽化対策と いった観点から 、 津波避難道路の整備や小中学校の建替えなど 、 村民生活に必要な基

盤整備に向けた工事を実施していき ま す。

 ま た、 住宅不足の解消に向け、 土地利用計画の見直し によ る 住宅用地の確保や、 小笠原住宅の建替

えのほか、 都、 村及び東京都住宅供給公社が協定に基づき 、 先導的事業と して、 父島においてファ ミ

リ ー向け賃貸住宅の建設等を進める こ と と していま す。

 引き 続き 、 関係機関と 連携し ながら 必要な取組を進めていき ま す。

8 医療の確保

P56

(P81)

 地域人口の維持、 活動の活性化のためにも 、 村内

で出産でき る 体制の整備が必要である 。

 村内での出産に関しては、 医療設備や人材の確保が必要である こ と に加えて、 本土と １ ０ ０ ０ キロ

離れている 超遠隔離島において、 万が一の事態の際に、 急患搬送にかかる 時間的距離が大き く 、 母親

と 胎児の救命が困難と なる 懸念がある など 解決が難し い課題です。

 こ のこ と から 、 村と しては年６ 回内地から の専門医にご来島いただいている 産婦人科専門診療を引

き 続き 行い、 助産師によ る 母親の産前産後のケアや母子保健の実施、 出産を控えた方々への支援策も

同時に進め、 不安と 負担を少しでも 軽減し 、 ご家族の手助けと なる よ う 今後と も 努めていき ま す。

9 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止

(4)
海岸漂着

物対策
P62

 海岸漂着物対策について、 観光客にも 回収の協力

を求めてはいかがか。

 海岸へ遊びに行く 観光客に漂着物を拾ってき ても

ら い、 村内の公共機関や自分の宿泊施設に持ってい

く と 何ら かの特典がも ら える よ う な施策や、 ダイ ビ

ングショ ッ プや海ツ アー業者と 協力して、 アク ティ

ビティ 参加者によ る 海中のゴミ 拾いを実施すれば、

海岸漂着物削減にも つながる のではと 思う 。

 都では「 TOKYO海ごみゼロ アク ショ ン」 の一環と して、 海ごみを拾っても ら う 体験を通じ て海ごみ

の現状や対策について理解を深めても ら う こ と を目的にク リ ーンアッ プイ ベント を実施していま す。

 小笠原諸島では、 昨年度、 カヤッ ク ツアー参加者に海岸のごみ拾いを行っても ら う イ ベント 等を実

施し 、 多く の観光客にも 参加いただき ま し た。

 海岸漂着物等対策について、 上記の実績や、 都、 村、 住民、 観光客等の関係主体間で連携していく

こ と を踏ま え、 以下のと おり 変更いたし ま す。 （ 下線部分）

（ ４ ） 海岸漂着物対策

 （ 前段は記載省略）

 海岸漂着物対策については、 海岸管理者及び住民のボラ ンティ アを中心に、 事業者や観光客等の

様々な主体が回収活動を行っている 。 回収し た漂着物等は、 海岸管理者等及び小笠原村が協力して処

理を行っている 。

＜今後５ 年間の取組＞

○ 海岸漂着物等の対策については、 小笠原諸島における 海岸漂着物対策推進計画に基づき 、 海岸管

理者等や都、 村、 住民、 観光客等の関係主体間の連携によ り 事業を実施していく 。 あわせて、 こ れま

での実績を踏ま え、 地域の実情に応じ た計画内容の見直し 等を行っていく 。 【 都・ 村】


